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J-58 消炎鎮痛等処置（湿布処置）（三叉神経痛） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、三叉神経痛の病名に対する消炎鎮痛等処置（湿布処置）の

算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 湿布処置に用いられる非ステロイド性抗炎症薬は三叉神経痛に対して

適応がないため、三叉神経痛に対する湿布処置の算定は認められないと整

理した。 

 

 


